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谷
口
勢
津
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教
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略
歴
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谷
口
勢
津
夫
教
授　

略
歴

一
九
五
六
（
昭
和
三
一
）
年　

七
月　

高
知
県
高
岡
郡
窪
川
町
（
現
四
万
十
町
）
に
生
ま
れ
る

一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年　

三
月　

私
立
土
佐
高
等
学
校
卒
業

一
九
八
一
（
昭
和
五
六
）
年　

三
月　

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年　

三
月　

京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

一
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年　

四
月　

甲
南
大
学
法
学
部
助
手

一
九
八
六
（
昭
和
六
一
）
年　

三
月　

京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学

　
　
　
　

 

同 　
　
　
　

年　

四
月　

甲
南
大
学
法
学
部
専
任
講
師

一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年　

四
月　

甲
南
大
学
法
学
部
助
教
授

一
九
九
一
（
平
成　

三
）
年　

六
月　

日
本
税
法
学
会
監
事
（
一
九
九
三
年
六
月
ま
で
）

一
九
九
二
（
平
成　

四
）
年　

九
月　

�

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
財
団
奨
励
研
究
員
／
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
外
国
・
国
際
税
財
政

法
研
究
所
客
員
研
究
員
（
一
九
九
四
年
三
月
ま
で
）

一
九
九
三
（
平
成　

五
）
年　

六
月　

日
本
税
法
学
会
理
事
（
現
在
に
至
る
）

一
九
九
四
（
平
成　

六
）
年　

四
月　

甲
南
大
学
法
学
部
教
授

一
九
九
六
（
平
成　

八
）
年
一
〇
月　

租
税
法
学
会
理
事
（
現
在
に
至
る
）

一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年　

二
月　

International Fiscal A
ssociation

（IFA

）
日
本
支
部
理
事
（
現
在
に
至
る
）

一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
一
〇
月　

�

甲
南
大
学
在
外
研
究
員
／
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
国
際
税
財
政
法
研
究
所
客
員
研
究
員
（
二
〇

〇
〇
年
九
月
ま
で
）

二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年　

四
月　

大
阪
大
学
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
教
授

二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年　

一
月　

公
認
会
計
士
試
験
（
租
税
法
）
試
験
委
員
（
二
〇
〇
八
年
一
一
月
ま
で
）

　
　
　
　

 

同 　
　
　
　

年　

二
月　

大
阪
府
収
用
委
員
会
委
員
（
二
〇
一
五
年
一
月
ま
で
）

二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
一
一
月　

司
法
試
験
（
租
税
法
）
考
査
委
員
（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
ま
で
）

二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
一
二
月　

公
認
会
計
士
試
験
（
租
税
法
）
試
験
委
員
（
二
〇
一
三
年
一
一
月
ま
で
）

二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年　

四
月　

大
阪
大
学
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
長
（
二
〇
一
四
年
三
月
ま
で
）
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同 　
　
　
　

年
一
二
月　

大
阪
府
収
用
委
員
会
会
長
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年　

四
月　

大
阪
大
学
法
務
室
長
（
二
〇
一
五
年
三
月
ま
で
）

二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年　

四
月　

大
阪
大
学
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
制
度
利
用
教
員
（
同
年
九
月
ま
で
）

二
〇
一
九
（
平
成
三
一
）
年　

六
月　

日
本
税
法
学
会
理
事
長
（
現
在
に
至
る
）

　
　
　
　

 

同 　
　
　
　

年　

六
月　

資
産
評
価
政
策
学
会
理
事
（
現
在
に
至
る
）

二
〇
二
〇
（
令
和　

二
）
年　

四
月　

大
阪
府
行
政
不
服
審
査
会
委
員
・
第
一
部
会
長
（
現
在
に
至
る
）

二
〇
二
二
（
令
和　

四
）
年　

三
月　

大
阪
大
学
定
年
退
職

　
　
　
　

 

同 　
　
　
　

年　

四
月　

大
阪
大
学
名
誉
教
授
（
現
在
に
至
る
）

　
　
　
　

 

同 　
　
　
　

年　

四
月　

大
阪
府
行
政
不
服
審
査
会
会
長
（
現
在
に
至
る
）

　
　
　
　

 

同 　
　
　
　

年　

四
月　

大
阪
学
院
大
学
法
学
部
教
授
（
現
在
に
至
る
）
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主
要
著
作
目
録

Ⅰ　

著
書

『
国
際
租
税
法
の
研
究
』（
分
担
執
筆
）
法
研
出
版

一
九
九
〇
年

『
租
税
行
政
と
権
利
保
護
』（
分
担
執
筆
）
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

一
九
九
五
年

『
地
方
自
治
大
系
3
』（
分
担
執
筆
）
嵯
峨
野
書
院

一
九
九
五
年

『
租
税
回
避
行
為
を
め
ぐ
る
事
例
研
究
』（
分
担
執
筆
）
清
文
社

一
九
九
八
年

『
租
税
条
約
論
─
租
税
条
約
の
解
釈
及
び
適
用
と
国
内
法
─
』（
単
著
）
清
文
社

一
九
九
九
年

『
国
際
課
税
の
理
論
と
課
題
〔
二
訂
版
〕』（
分
担
執
筆
）
税
務
経
理
協
会
（
初
版
は
一
九
九
五
年
）

二
〇
〇
五
年

『
欧
米
四
か
国
に
お
け
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
課
税
の
現
状
と�

評
価
』（
分
担
執
筆
）
日
本
住
宅
総
合
セ
ン
タ
ー

二
〇
〇
八
年

『
主
要
先
進
国
に
お
け
る
住
宅
・
不
動
産
保
有
税
制
の
研
究
：
歴
史
的
変
遷
と�

現
行
制
度
な
ら
び
に
我
が
国
へ
の
示
唆
』（
分
担
執
筆
）
日
本
住
宅
総
合
セ
ン
タ
ー

二
〇
一
一
年

『
日
独
公
法
学
の
挑
戦
─
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
の
公
法
』（
分
担
執
筆
）
日
本
評
論
社

二
〇
一
四
年

『
租
税
回
避
論
─
税
法
の
解
釈
適
用
と
租
税
回
避
の
試
み
─
』（
単
著
）
清
文
社

二
〇
一
四
年

『
租
税
回
避
研
究
の
展
開
と
課
題
（
清
永
敬
次
先
生
謝
恩
論
文
集
）』（
分
担
執
筆
）
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

二
〇
一
五
年

『
租
税
法
演
習
ノ
ー
ト
〔
第
四
版
〕』（
共
著
）
弘
文
堂
（
初
版
は
二
〇
〇
六
年
）

二
〇
二
一
年

『
税
法
の
基
礎
理
論
─
租
税
法
律
主
義
論
の
展
開
─
』（
単
著
）
清
文
社

二
〇
二
一
年

『
税
法
基
本
講
義
〔
第
七
版
〕』（
単
著
）
弘
文
堂
（
初
版
は
二
〇
一
〇
年
）

二
〇
二
一
年

『
基
礎
か
ら
学
べ
る
租
税
法
〔
第
三
版
〕』（
共
著
）
弘
文
堂
（
初
版
は
二
〇
一
七
年
）

二
〇
二
二
年

『
税
法
創
造
論
─
税
法
に
お
け
る
法
創
造
と
創
造
的
研
究
─
』（
単
著
）
清
文
社

二
〇
二
二
年
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Ⅱ　

論
説

「
外
国
企
業
課
税
に
関
す
る
帰
属
所
得
主
義
と
全
所
得
主
義
（
一
）

（
二
・
完
）」

税
法
学
三
八
九
号
・
三
九
〇
号

一
九
八
三
年

「
扶
養
支
出
の
控
除
に
関
す
る
西
独
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
の
検
討

─
担
税
力
原
則
の
憲
法
原
則
へ
の
発
展
の
一
断
面
」

甲
南
法
学
二
六
巻
二=

三
号

一
九
八
六
年

「
第
三
国
の
企
業
に
よ
る
租
税
条
約
の
濫
用
と
そ
の
規
制
（
一
）（
二
・

完
）」

税
法
学
四
四
〇
号
・
四
四
一
号

一
九
八
七
年

「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
租
税
補
助
金
の
法
的
統
制
」

租
税
法
研
究
一
八
号

一
九
九
〇
年

「
錯
誤
に
基
づ
く
選
択
権
行
使
の
拘
束
力
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）

（
二
・
完
）」

税
法
学
四
九
一
号
・
四
九
二
号

一
九
九
一
年

「
租
税
負
担
選
択
権
の
憲
法
上
の
許
容
性
」

総
合
税
制
研
究
一
号

一
九
九
二
年

「
国
際
的
租
税
回
避
の
分
野
に
お
け
る
課
税
権
の
限
界
」

総
合
税
制
研
究
二
号

一
九
九
三
年

「
納
税
申
告
の
手
続
」

日
税
研
論
集
二
五
号

一
九
九
四
年

「
過
少
資
本
税
制
と
租
税
条
約
」

総
合
税
制
研
究
三
号

一
九
九
五
年

「
ソ
ー
ス
・
ル
ー
ル
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
七
五
号

一
九
九
五
年

「
移
転
価
格
課
税
に
関
す
る
租
税
条
約
と
国
内
法
と
の
関
係
」

甲
南
法
学
三
七
巻
三
号

一
九
九
七
年

「
借
用
概
念
と
目
的
論
的
解
釈
」

税
法
学
五
三
九
号

一
九
九
八
年

「
青
色
申
告
制
度
に
お
け
る
税
務
行
政
の
帳
簿
書
類
確
認
努
力
義
務
─

青
色
申
告
者
と
税
務
行
政
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
」

『
波
多
野
弘
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
』

一
九
九
九
年

「
登
録
免
許
税
の
法
的
構
造
と
権
利
救
済
─
納
税
義
務
の
自
動
確
定
に

関
す
る
一
考
察
─
」

『
行
政
法
と
租
税
法
の
課
題
と
展
望
（
新

井
隆
一
先
生
古
稀
記
念
）』

二
〇
〇
〇
年

「
租
税
条
約
上
の
権
利
救
済
手
続
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
展
開
」

甲
南
法
学
四
〇
巻
三=

四
号

二
〇
〇
〇
年

「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
の
新
た
な
課
題
」

関
西
大
学
法
学
研
究
所
研
究
叢
書
二
一
号

二
〇
〇
〇
年
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「
課
税
要
件
法
上
の
選
択
手
続
と
法
的
救
済
」

『
税
法
の
課
題
と
超
克
（
山
田
二
郎
先
生

古
稀
記
念
）』

二
〇
〇
〇
年

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
的
会
社
（
共
同
事
業
者
）
課
税
」

日
税
研
論
集
四
四
号

二
〇
〇
〇
年

「
市
場
所
得
説
と
所
得
概
念
の
憲
法
的
構
成
─
パ
ウ
ル
・
キ
ル
ヒ
ホ
フ

の
所
説
を
中
心
に
─
」

『
公
法
学
の
法
と
政
策
（
金
子
宏
先
生
古

稀
祝
賀
）　

上
』

二
〇
〇
〇
年

「Steuerrecht und Berufsfreiheit in Japan

」

Staaten und Steuern, Festschrift 
für K

laus V
ogel aus A

nlass der 
V
ollendung des 70. Geburtstags

二
〇
〇
〇
年

「
固
定
資
産
税
の
法
的
課
題
」

日
税
研
論
集
四
六
号

二
〇
〇
一
年

「
貸
倒
損
失
」

日
税
研
論
集
四
七
号

二
〇
〇
一
年

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
宗
教
団
体
に
関
す
る
課
税
制
度
」

『
海
外
の
宗
教
事
情
に
関
す
る
調
査
報
告

書
』

二
〇
〇
一
年

「
税
法
に
お
け
る
自
由
と
平
等
─
ド
イ
ツ
税
法
学
に
お
け
る
実
質
的
法

治
国
家
論
の
展
開
─
」

税
法
学
五
四
六
号

二
〇
〇
一
年

「
匿
名
組
合
の
課
税
問
題
─
Ｔ
Ｋ
ス
キ
ー
ム
に
関
す
る
租
税
条
約
の
解

釈
適
用
─
」

日
税
研
論
集
五
五
号

二
〇
〇
四
年

「
司
法
過
程
に
お
け
る
租
税
回
避
否
認
の
判
断
構
造
─
外
国
税
額
控
除

余
裕
枠
利
用
事
件
を
主
た
る
素
材
と
し
て
─
」

租
税
法
研
究
三
二
号

二
〇
〇
四
年

「
税
制
に
お
け
る
担
税
力
の
意
義
」

税
研
一
一
九
号

二
〇
〇
五
年

「T
he attribution of profits to perm

anent establishm
ents

」

cahiers (de droit fiscal international) 
91

二
〇
〇
六
年

「
所
得
の
帰
属
」

『
租
税
法
の
基
本
問
題
』

二
〇
〇
七
年

「
基
礎
的
人
的
控
除
の
今
後
の
あ
り
方
」

税
研
一
三
六
号

二
〇
〇
七
年

（阪大法学）72（3・4-118）　746 〔2022.11〕



谷口勢津夫教授　略歴略歴・主要著作目録

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
租
税
回
避
の
一
般
的
否
認
規
定
の
最
近
の
展
開
」

『
税
務
大
学
校
論
叢
四
〇
周
年
記
念
論
文

集
』

二
〇
〇
八
年

「
税
法
に
お
け
る
取
引
の
全
体
的
・
一
体
的
観
察
法
の
意
義
と
問
題
─

税
法
に
『
税
法
秩
序
の
自
力
防
衛
』
原
則
は
内
在
す
る
か
─
」

税
法
学
五
六
一
号

二
〇
〇
九
年

「
人
的
控
除
」

税
研
一
四
六
号

二
〇
〇
九
年

「
ド
イ
ツ
租
税
基
本
法
四
二
条
の
改
正
内
容
と
そ
の
評
価
─
濫
用
概
念

を
中
心
に
し
て
─
」

税
研
一
四
九
号

二
〇
一
〇
年

「
税
法
に
お
け
る
裁
判
に
よ
る
法
創
造
論
序
説
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最

近
の
議
論
の
紹
介
」

税
法
学
五
六
三
号

二
〇
一
〇
年

「『
租
税
回
避
』
の
意
義
と
限
界
」

『
租
税
法
の
発
展
』

二
〇
一
〇
年

「
税
法
に
お
け
る
所
得
の
年
度
帰
属
─
税
法
上
の
実
現
主
義
の
意
義
と

判
断
枠
組
み
─
」

税
法
学
五
六
六
号

二
〇
一
一
年

「
租
税
回
避
論
に
お
け
る
武
富
士
事
件
最
高
裁
判
決
の
意
義
と
位
置
づ

け
─
リ
ベ
ラ
ル
な
租
税
回
避
観
と
事
実
認
定
に
よ
る
否
認
論
に
対
す

る
判
例
の
態
度
」

『
行
政
と
国
民
の
権
利
（
水
野
武
夫
先
生

古
稀
記
念
論
文
集
）』

二
〇
一
一
年

「
公
益
課
税
信
託
」

日
税
研
論
集
六
二
号

二
〇
一
一
年

「
事
前
確
認
制
度
」

日
税
研
論
集
六
四
号

二
〇
一
三
年

「
違
法
支
出
論
に
お
け
る
債
務
確
定
主
義
の
意
義
と
機
能
」

立
命
館
法
学
三
五
二
号

二
〇
一
三
年

「
国
際
的
租
税
救
済
手
続
論
序
説
─
国
際
的
租
税
救
済
手
続
の
体
系
的

整
備
に
向
け
た
試
論
─
」

租
税
法
研
究
四
二
号

二
〇
一
四
年

「
法
人
税
法
に
お
け
る
評
価
損
益
と
四
層
の
包
括
的
所
得
概
念
」

阪
大
法
学
六
四
巻
二
号

二
〇
一
四
年

「
ヤ
フ
ー
事
件
東
京
地
裁
判
決
と
税
法
の
解
釈
適
用
方
法
論
─
租
税
回

避
ア
プ
ロ
ー
チ
と
制
度
（
権
利
）
濫
用
ア
プ
ロ
ー
チ
を
踏
ま
え
て
─
」

税
研
一
七
七
号

二
〇
一
四
年
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「
収
入
金
額
の
計
上
時
期
に
関
す
る
実
現
主
義
の
意
義
─
判
例
分
析
を

中
心
に
」

阪
大
法
学
六
四
巻
六
号

二
〇
一
五
年

「
未
経
過
固
定
資
産
税
等
相
当
額
清
算
金
の
課
税
上
の
取
扱
い
」

九
州
北
部
税
理
士
会
会
報
六
〇
四
号

二
〇
一
五
年

「
わ
が
国
に
お
け
る
実
額
控
除
と
概
算
控
除
─
公
平
対
簡
素
な
税
制
の

観
点
か
ら
」

税
研
一
八
五
号

二
〇
一
六
年

「
租
税
法
は
私
法
⁈
─
私
法
か
ら
み
た
租
税
法
の
『
表
の
世
界
』
と

『
裏
の
世
界
』」

法
学
教
室
四
二
五
号

二
〇
一
六
年

「
過
大
納
付
税
額
の
不
当
利
得
返
還
請
求
の
許
容
性
」

『
行
政
法
理
論
の
探
究
（
芝
池
義
一
先
生

古
稀
記
念
）』

二
〇
一
六
年

「
課
税
処
分
取
消
訴
訟
に
係
る
訴
え
の
利
益
と
更
正
の
請
求
の
排
他
性
」

税
法
学
五
七
五
号

二
〇
一
六
年

「
日
本
税
基
侵
蝕
興
利
潤
移
轉
（BEPS

）
對
策
基
本
内
容
」

財
税
研
究
四
五
巻
四
号

二
〇
一
六
年

「
租
税
回
避
否
認
規
定
に
係
る
要
件
事
実
論
」

『
租
税
訴
訟
に
お
け
る
要
件
事
実
論
の
展

開
』

二
〇
一
六
年

「
税
法
に
お
け
る
命
令
委
任
と
租
税
法
律
主
義
の
潜
脱
」

阪
大
法
学
六
六
巻
三=

四
号

二
〇
一
六
年

「
同
族
会
社
税
制
の
沿
革
及
び
現
状
と
課
題
」

税
研
一
九
二
号

二
〇
一
七
年

「
租
税
回
避
の
法
的
意
義
・
評
価
と
そ
の
否
認
」

税
法
学
五
七
七
号

二
〇
一
七
年

「
重
加
算
税
に
お
け
る
隠
ぺ
い
・
仮
装
行
為
主
体
論
に
関
す
る
一
考
察
」

『
行
政
訴
訟
の
活
発
化
と
国
民
の
権
利
重

視
の
行
政
へ
（
滝
井
繁
男
先
生
追
悼
論

集
）』

二
〇
一
七
年

「
課
税
対
象
取
引
─
納
税
義
務
者
の
検
討
も
含
め
て
」

日
税
研
論
集
七
〇
号

二
〇
一
七
年

「
国
際
課
税
の
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
─
『
グ
ロ
ー
バ
ル
超
国
家
税

法
』
の
展
望
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
一
六
号

二
〇
一
八
年
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谷口勢津夫教授　略歴略歴・主要著作目録

「
公
正
処
理
基
準
の
法
的
意
義
─
税
法
に
お
け
る
恣
意
の
排
除
と
民
主

的
正
統
性
の
確
保
─
」

近
畿
大
學
法
学
六
五
巻
三=

四
号

二
〇
一
八
年

「
日
本
近
来
国
際
性
税
捐
規
避
對
策
面
動
向
」

財
税
研
究
四
七
巻
三
号

二
〇
一
八
年

「
権
利
濫
用
」

『
租
税
法
と
民
法
』

二
〇
一
八
年

「
国
際
課
税
に
お
け
る
納
税
者
の
権
利
救
済
」

法
の
支
配
一
九
三
号

二
〇
一
九
年

「Grenzen der H
inzurechnungsbesteuerung im

 Internation-
alen Steuerrecht aus der Sicht der japanischen Recht-
sprechung

」
T
erritorialität und Personalität, 
Festschrift für M

oris Lehner 
zum
 70. Geburtstag

二
〇
一
九
年

「
申
告
納
税
制
度
と
税
務
調
査
─
税
務
調
査
手
続
に
お
け
る
手
続
的
保

障
原
則
の
実
現
に
向
け
て
の
一
考
察
」

『
現
代
税
法
と
納
税
者
の
権
利
（
三
木
義

一
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
）』

二
〇
二
〇
年

「
租
税
法
律
主
義
（
憲
法
八
四
条
）」

日
税
研
論
集
七
七
号

二
〇
二
〇
年

「
租
税
法
律
主
義
と
司
法
的
救
済
保
障
原
則
─
裁
判
官
に
よ
る
文
理
解

釈
の
『
適
正
化
』
の
た
め
の
法
創
造
根
拠
理
由
の
研
究
」

税
法
学
五
八
六
号

二
〇
二
一
年

Ⅲ　

判
例
評
釈

納
税
者
が
青
色
申
告
の
承
認
申
請
書
を
提
出
せ
ず
税
務
署
長
の
承
認
を

受
け
て
い
な
い
場
合
に
は
、
青
色
申
告
制
度
の
も
と
に
お
い
て
も
、

ま
た
、
信
義
則
の
適
用
に
よ
っ
て
も
、
当
該
納
税
者
が
行
っ
た
青
色

申
告
書
に
よ
る
確
定
申
告
に
対
し
て
青
色
申
告
と
し
て
の
効
力
を
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
事
例

シ
ュ
ト
イ
エ
ル
三
二
二
号

一
九
八
九
年

通
常
の
更
正
の
請
求
と
特
別
の
更
正
の
請
求
と
の
関
係

シ
ュ
ト
イ
エ
ル
三
二
八
号

一
九
八
九
年
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一　

更
正
の
請
求
後
に
し
た
修
正
申
告
の
錯
誤
に
よ
る
無
効
を
理
由
に

し
て
、
当
初
の
確
定
申
告
に
つ
き
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の

通
知
処
分
の
取
消
を
求
め
る
利
益
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

二　

株
主
会
員
と
預
託
金
会
員
と
の
併
用
制
を
採
る
ゴ
ル
フ
場
を
経
営

　

す
る
株
式
会
社
の
株
式
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
が
、
所
得
税
法
（
昭
和

六
二
年
法
律
第
九
六
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）
九
条
一
項
一
一
号

二
及
び
同
法
施
行
令
二
八
条
の
二
に
よ
り
課
税
の
対
象
に
な
る
と
さ

れ
た
事
例

シ
ュ
ト
イ
エ
ル
三
三
六
号

一
九
九
〇
年

五
年
退
職
金
事
件

租
税
判
例
百
選
〔
第
三
版
〕

一
九
九
二
年

財
産
評
価
基
本
通
達
に
よ
る
画
一
的
評
価
の
要
請
と
個
別
評
価
の
許
容

範
囲

租
税
法
研
究
二
三
号

一
九
九
五
年

別
除
権
行
使
に
よ
る
民
事
執
行
手
続
に
お
け
る
交
付
要
求
の
効
力

租
税
法
研
究
二
四
号

一
九
九
六
年

交
際
費
等
の
損
金
不
算
入
規
定
の
趣
旨
・
目
的

税
経
通
信
五
二
巻
三
号

一
九
九
七
年

所
得
税
法
に
い
う
「
配
偶
者
」
の
意
義
（
最
三
小
判
平
九
・
九
・
九
）

租
税
法
研
究
二
七
号

一
九
九
九
年

私
法
上
の
法
律
行
為
と
租
税
法
と
の
相
制
関
係

税
研
一
〇
六
号

二
〇
〇
二
年

放
棄
さ
れ
た
貸
付
債
権
相
当
額
の
法
人
税
法
上
の
損
金
該
当
性

民
商
法
雑
誌
一
三
三
巻
三
号

二
〇
〇
五
年

消
費
税
の
い
わ
ゆ
る
免
税
事
業
者
の
判
定
に
係
る
基
準
期
間
に
お
け
る

課
税
売
上
高
の
算
定
（
最
三
小
判
平
成
一
七
・
二
・
一
）

判
例
評
論
五
六
三
号

二
〇
〇
六
年

法
人
税
法
上
の
外
国
税
額
控
除
制
度
の
濫
用

民
商
法
雑
誌
一
三
五
巻
六
号

二
〇
〇
七
年

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
子
会
社
の
欠
損
金
額
の
取
扱
い
─
双
輝
汽
船
事

件
─

税
研
一
四
八
号

二
〇
〇
九
年

課
税
方
式
・
税
率
の
選
択
可
能
な
外
国
税
の
「
外
国
法
人
税
」（
タ
ッ

ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
適
用
要
件
）
該
当
性

判
例
評
論
六
二
五
号

二
〇
一
一
年
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谷口勢津夫教授　略歴略歴・主要著作目録

取
消
判
決
の
遡
及
効
と
過
納
金
還
付
請
求
権
の
発
生
時
期

税
研
一
七
八
号

二
〇
一
四
年

旧
商
法
上
の
減
資
払
戻
限
度
超
過
額
と
法
人
税
法
二
二
条
二
項
に
よ
る

収
益
擬
制

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
七
九
号

二
〇
一
五
年

英
国
バ
ミ
ュ
ー
ダ
諸
島
の
法
律
に
基
づ
い
て
組
成
さ
れ
た
事
業
体
で
あ

判
例
評
論
六
七
六
号

二
〇
一
五
年

　

る
「
リ
ミ
テ
ッ
ド
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
の
我
が
国
の
法
人
税
法

上
の
納
税
義
務
者
該
当
性

外
国
親
会
社
か
ら
付
与
さ
れ
た
ア
ワ
ー
ド
利
益
に
係
る
源
泉
徴
収
義
務

の
有
無

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
〇
一
号

二
〇
一
六
年

税
条
例
規
定
の
適
法
性
判
断
と
地
方
団
体
の
課
税
自
主
権
尊
重

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
五
号

二
〇
一
八
年

み
な
し
配
当
に
係
る
委
任
命
令
規
定
の
委
任
範
囲
逸
脱
に
よ
る
違
法
・

無
効

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
三
一
号

二
〇
一
九
年

み
な
し
配
当
に
係
る
税
法
基
準
の
射
程
と
政
令
の
委
任
範
囲
逸
脱

税
研
二
〇
八
号

二
〇
一
九
年

法
人
税
法
一
三
二
条
の
二
の
不
当
性
要
件
に
係
る
制
度
濫
用
基
準
の
適

用
事
例

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
三
八
号

二
〇
一
九
年

企
業
再
編
等
に
お
け
る
不
当
性
要
件
該
当
性
の
判
断
と
経
営
判
断
原
則

─
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
事
件

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
五
四
号

二
〇
二
一
年

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
係
る
委
任
命
令
の
地
方
税
法
違
反

民
商
法
雑
誌
一
五
七
巻
二
号

二
〇
二
一
年

私
法
上
の
法
形
式
の
選
択
と
課
税
─
交
換
か
売
買
か
（
東
京
高
判
平
成

一
一
・
六
・
二
一
）

租
税
判
例
百
選
〔
第
七
版
〕（
第
四
版
よ

り
）

二
〇
二
一
年

固
定
資
産
税
（
一
）
─
真
実
の
所
有
者
に
対
す
る
不
当
利
得
返
還
請
求

権
（
最
三
小
判
昭
和
四
七
・
一
・
二
五
）

租
税
判
例
百
選
〔
第
七
版
〕（
第
六
版
よ

り
）

二
〇
二
一
年

（阪大法学）72（3・4-123）　751 〔2022.11〕



Ⅳ　

そ
の
他

ク
ラ
ウ
ス
・
テ
ィ
プ
ケ
『
租
税
正
義
そ
の
理
論
と
実
際
』（
書
評
）

法
学
論
叢
一
一
四
巻
五
号

一
九
八
四
年

ST
A
N
LEY

 S. SU
RRY

, W
ILLIA

M
 C. W

A
RREN

, PA
U
L R. 

M
cD
A
N
IE
L &

 
H
A
R
R
Y
 L. G

U
T
M
A
N
, F
E
D
E
R
A
L 

W
E
A
LT
H
 T
R
A
N
SF
E
R
 T
A
X
A
T
IO
N
, C
A
SE
S A

N
D
 

ア
メ
リ
カ
法
一
九
八
五
─
一

一
九
八
五
年

M
A
T
ERIA

LS, T
he Foundation Press, Inc., 2nd. ed. 1982, 

pp. xlix + 1165 (book Review
)

租
税
法
学
界
の
動
向
（
昭
和
六
二
年
）

租
税
法
研
究
一
六
号

一
九
八
八
年

租
税
法
学
界
の
動
向
（
昭
和
六
三
年
）

租
税
法
研
究
一
七
号

一
九
八
九
年

日
本
住
宅
総
合
セ
ン
タ
ー
『
ド
イ
ツ
の
住
宅
税
制
』（
分
担
邦
訳
）

一
九
九
二
年

ク
ラ
ウ
ス
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
「
ド
イ
ツ
財
政
憲
法
の
構
造
と
課
題
」（
邦

訳
）

甲
南
法
学
三
五
巻
一
号

一
九
九
四
年

Grundzüge des japanischen Steuerrechts für den A
uslän-

dischen Investor
Internationales Steuerrecht 5/95

一
九
九
五
年

〈
討
論
〉
タ
ッ
ク
ス
・
ト
リ
ー
テ
ィ
ー
・
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ド

関
西
大
学
法
学
研
究
所
編
『
国
際
租
税
秩

序
の
構
築
』

一
九
九
五
年

Q
uellen-Regeln ("Source Rules") im

 japanischen Steuerrecht
Internationales Steuerrecht 12/95

一
九
九
五
年

財
産
評
価
の
不
平
等
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
二
つ
の
違

憲
決
定

税
法
学
五
三
五
号

一
九
九
六
年

税
金
と
財
産
権
保
障

速
報
税
理
一
五
巻
一
三
号

一
九
九
六
年

岸
田
雅
雄
『
会
社
税
法
』（
悠
々
社
・
一
九
九
七
年
）（
書
評
）

企
業
会
計
四
九
巻
八
号

一
九
九
七
年
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谷口勢津夫教授　略歴略歴・主要著作目録

明
治
学
院
大
学
法
学
部
立
法
研
究
会
編
『
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
租
税
環

境
─
税
制
の
将
来
を
み
つ
め
て
─
』（
信
山
社
・
一
九
九
七
年
）（
書

評
）

税
研
七
六
号

一
九
九
七
年

八
ツ
尾
順
一
『
平
成
一
〇
年
度
法
人
税
改
正
と
実
務
の
対
応
』（
中
央

経
済
社
・
一
九
九
八
年
）（
書
評
）

税
務
弘
報
四
六
巻
三
号

一
九
九
八
年

Com
m
ent on the Interpretation of T

ax T
reaties: T

he Inter-
tw
inem

ent of T
ax T

reaties w
ith D

om
estic T

ax Law
 in 

Japan

K
laus V

ogel (ed.), Interpretation of 
T
ax 
Law

 
and 

T
reaties 

and 
T
ransfer Pricing in Japan and 
Germ

any, Series onInternational 
T
axation 20

一
九
九
八
年

租
税
条
約
と
国
内
税
制

日
本
租
税
研
究
協
会
第
五
〇
回
租
税
研
究

大
会
記
録

一
九
九
九
年

園
部
逸
夫
・
大
森
政
輔
編
集
代
表
『
新
行
政
法
辞
典
』（
ぎ
ょ
う
せ

い
）（
項
目
執
筆
担
当
）

一
九
九
九
年

シ
リ
ク
ン
シ
ョ
ト
・
ス
メ
ト
『
源
泉
徴
収
所
得
税
法
の
研
究
：
日
本
と

タ
イ
の
比
較
を
中
心
と
し
て
』（
書
評
）

法
学
研
究
七
二
巻
六
号

一
九
九
九
年

伊
藤
正
己
・
園
部
逸
夫
編
集
代
表
『
現
代
法
律
百
科
大
辞
典
』（
ぎ
ょ

う
せ
い
）（
項
目
執
筆
担
当
）

二
〇
〇
〇
年

租
税
条
約
と
新
し
い
Ｐ
Ｅ
問
題
─
租
税
仲
裁
条
項
を
中
心
に
─

『
グ
ロ
ー
バ
ル
戦
略
と
国
際
税
制
─
国
際

課
税
京
都
フ
ォ
ー
ラ
ム 

第
一
回
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
よ
り
─
』

二
〇
〇
〇
年

ド
イ
ツ
連
邦
大
蔵
省
「
租
税
事
件
に
お
け
る
国
際
的
な
相
互
協
議
手
続

及
び
仲
裁
手
続
に
関
す
る
実
施
要
領
」

租
税
研
究
六
一
一
号

二
〇
〇
〇
年
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租
税
条
約
と
Ｅ
Ｃ
条
約

関
西
大
学
法
学
研
究
所
叢
書
二
五
号

二
〇
〇
二
年

国
際
的
二
重
課
税
回
避
と
税
制
の
競
争

国
際
経
済
交
流
財
団
・
企
業
活
力
研
究
所

編
『
最
近
の
ド
イ
ツ
税
制
改
革
の
動
向

に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』

二
〇
〇
二
年

租
税
と
自
由

名
古
屋
税
理
士
会
国
際
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
編
『
ド
イ
ツ
税
制
視
察
報
告

書
』（
名
古
屋
税
理
士
会
）

二
〇
〇
三
年

水
野
忠
恒
・
法
律
学
大
系
『
租
税
法
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
三
年
）（
書

評
）

税
研
一
一
〇
号

二
〇
〇
三
年

佐
藤
幸
治
ほ
か
編
集
代
表
『
コ
ン
サ
イ
ス
法
律
学
用
語
辞
典
』（
三
省

堂
）（
項
目
執
筆
担
当
）

二
〇
〇
三
年

国
際
的
租
税
回
避
に
関
す
る
最
近
の
事
例
と
否
認
の
考
え
方

関
西
社
会
経
済
研
究
所
「
ビ
ジ
ネ
ス
法

務
」
シ
リ
ー
ズ
講
演
会
講
演
録
『
二
一

世
紀
の
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
戦
略
』

二
〇
〇
五
年

金
融
取
引
の
発
展
・
多
様
化
と
租
税
条
約
の
対
応
─
租
税
条
約
上
の
所

得
分
類
を
中
心
に
─

日
本
租
税
研
究
協
会
第
五
六
回
租
税
研
究

大
会
記
録

二
〇
〇
五
年

税
法
の
基
礎
理
論
─
租
税
憲
法
論
序
説
─

税
法
学
五
五
五
号

二
〇
〇
六
年

税
制
最
前
線
─
税
の
現
場
か
ら
（
第
一
〇
回
）
─
次
世
代
を
担
う
法
曹

養
成
に
取
り
組
む
─
大
阪
大
学
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
（
法
科
大

学
院
）
教
授
谷
口
勢
津
夫
さ
ん
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

国
際
税
制
研
究
一
八
号

二
〇
〇
七
年

ク
ラ
ウ
ス
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
「
ド
イ
ツ
憲
法
に
よ
る
法
治
国
家
と
条
約
」

（
邦
訳
）

『
法
治
国
家
の
展
開
と
現
代
的
構
成
（
高

田
敏
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
）』

二
〇
〇
七
年
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谷口勢津夫教授　略歴略歴・主要著作目録

税
法
の
解
釈
と
租
税
法
規
の
趣
旨
目
的
─
民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
税

法
解
釈
の
あ
り
方
─

近
畿
税
理
士
界
五
二
六
号

二
〇
〇
八
年

ド
イ
ツ
租
税
基
本
法
（
Ａ
Ｏ
）
四
二
条
の
最
近
の
改
正

関
西
大
学
法
学
部
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告

書　

租
税
回
避
否
認
立
法
の
あ
り
方
』

二
〇
〇
九
年

税
制
改
正
要
綱
を
評
価
す
る
─
税
法
学
の
視
点
か
ら
②
（
国
際
税
制
）

税
研
一
四
四
号

二
〇
〇
九
年

増
井
良
啓
・
宮
崎
裕
子
『
国
際
租
税
法Introduction to Interna-

tional T
axation

』（
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
〇
八
年
）（
書
評
）

自
由
と
正
義
六
〇
巻
三
号

二
〇
〇
九
年

学
会
レ
ポ
ー
ト
／
日
本
税
法
学
会
第
九
九
回
大
会
か
ら

税
研
一
四
六
号

二
〇
〇
九
年

モ
ー
リ
ス
・
レ
ー
ナ
ー
「
ド
イ
ツ
の
租
税
条
約
政
策
─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法

の
観
点
か
ら
─
」（
邦
訳
）

税
法
学
五
六
九
号

二
〇
一
三
年

「
同
時
二
重
課
税
」
と
「
異
時
二
重
課
税
」
と
の
「
僅
差
」
を
読
む

近
畿
税
理
士
界
六
〇
〇
号

二
〇
一
四
年

所
得
税
の
重
要
事
項
と
計
算
の
基
本
的
仕
組
み
・
要
素

月
報
司
法
書
士
五
一
〇
号

二
〇
一
四
年

税
制
に
お
け
る
交
際
費
の
意
義
と
課
税
の
あ
り
方

日
本
租
税
研
究
協
会
第
六
六
回
租
税
研
究

大
会
記
録

二
〇
一
四
年

租
税
回
避
論
の
現
代
的
課
題

日
本
租
税
研
究
協
会
第
六
七
回
租
税
研
究

大
会
記
録

二
〇
一
五
年

租
税
回
避
と
税
法
の
目
的
論
的
解
釈
の
「
過
形
成
」

税
経
通
信
七
〇
巻
一
四
号

二
〇
一
五
年

高
橋
和
之
ほ
か
編
集
代
表
『
法
律
学
小
辞
典
〔
第
五
版
〕』（
有
斐
閣
）

（
項
目
執
筆
担
当
）

二
〇
一
六
年

私
の
租
税
教
育
論

税
務
弘
報
六
四
巻
六
号

二
〇
一
六
年

租
税
回
避
を
巡
る
最
近
の
動
向
・
課
題
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

税
研
一
八
八
号

二
〇
一
六
年

童
話
「
租
税
回
避
」
─
租
税
教
室
で
小
学
生
に
「
租
税
回
避
」
を
教
え

る
と
し
た
ら
…

九
州
北
部
税
理
士
会
会
報
六
一
八
号

二
〇
一
六
年

（阪大法学）72（3・4-127）　755 〔2022.11〕



夫
婦
・
家
族
課
税
の
あ
り
方
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
租
税
憲
法
上

の
議
論
を
中
心
に
─

日
本
租
税
研
究
協
会
第
六
九
回
租
税
研
究

大
会
記
録

二
〇
一
七
年

谷
口
教
授
と
学
ぶ
「
税
法
の
基
礎
理
論
」【
第
一
回
】
～
【
第
五
〇
回
】

Profession Journal

　
（https://profession-net.com

/
professionjournal/

）

　

二
八
一
号
～
四
〇
〇
号

二
〇
一
八
～

二
〇
二
〇
年

木
山
泰
嗣
『
新
・
セ
ン
ス
の
よ
い
法
律
文
章
の
書
き
方
』（
中
央
経
済

社
・
二
〇
一
八
年
）（
書
評
）

青
山
学
報
二
六
五
号

二
〇
一
八
年

加
藤
報
告
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

租
税
法
研
究
四
八
号

二
〇
二
〇
年

谷
口
教
授
と
学
ぶ
「
税
法
基
本
判
例
」【
第
一
回
】
～

Profession Journal

（https://profession-net.com
/

professionjournal/

）

　

四
一
六
号
（
月
一
回
連
載
・
現
在
に
至

る
）

二
〇
二
一
年

谷
口
教
授
と
学
ぶ
「
国
税
通
則
法
の
構
造
と
手
続
」【
第
一
回
】
～

Profession Journal

　
（https://profession-net.com

/
professionjournal/

）

　

四
六
五
号
（
月
一
回
連
載
・
現
在
に
至

る
）

二
〇
二
二
年
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